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西宮市国民健康保険加入の皆さんへ

人間ドックの助成
対象を拡大します

平
成
１５
年
度
か
ら
、
税
制
改

正
に
よ
り
固
定
資
産
の
縦
覧
制

度
が
、
次
の
�
、
�
の
よ
う
に

変
更
に
な
り
ま
す
。
問
合
せ
は

資
産
税
課
（
０
７
９
８
・
３
５

・
３
２
６
９
）、
北
部
税
務
課

（
０
７
９
７
・
６
１
・
０
０
４

８
）
へ
。

�
土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、

ほ
か
の
土
地
や
家
屋
の
価
格
と

の
比
較
を
通
じ
て
、
自
己
の
土

地
や
家
屋
の
評
価
が
適
正
か
ど

う
か
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
、

次
の
と
お
り
土
地
・
家
屋
の
価

格
等
縦
覧
帳
簿
を
縦
覧
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

あ
わ
せ
て
、
縦
覧
期
間
お
よ

び
固
定
資
産
課
税
台
帳
に
登
録

さ
れ
た
価
格
に
関
す
る
審
査
の

申
し
出
期
間
等
に
つ
い
て
も
次

の
と
お
り
に
な
り
ま
す
。

【
縦
覧
帳
簿
記
載
項
目
】
▽

土
地
…
所
在
、
地
番
、
地
目
、

地
積
、
価
格
（
評
価
額
）
▽
家

屋
…
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、

構
造
、
床
面
積
、
価
格
（
評
価

額
）【

縦
覧
期
間
】
４
月
１
日
〜

６
月
２
日
（
土
・
日
曜
、
祝
日

を
除
く
）
の
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
１５
分

【
縦
覧
場
所
】
資
産
税
課
（
市

役
所
本
庁
舎
２
階
）、北
部
税
務

課
（
塩
瀬
セ
ン
タ
ー
内
・
山
口

支
所
内
）

【
縦
覧
範
囲
】
新
た
に
整
備

す
る
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
お

よ
び
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
。

自
己
資
産
以
外
の
土
地
や
家
屋

の
価
格
（
評
価
額
）
に
つ
い
て

も
縦
覧
可
能

【
縦
覧
対
象
者
】
固
定
資
産

税
の
納
税
者
（
所
有
者
）
か
そ

の
代
理
人

【
持
参
す
る
も
の
】
運
転
免

許
証
や
健
康
保
険
証
、
前
年
度

分
納
税
通
知
書
な
ど
本
人
と
確

認
で
き
る
も
の
。
ま
た
、
代
理

人
の
場
合
は
必
ず
委
任
状
持
参

を
【
審
査
申
し
出
期
間
】
固
定

資
産
課
税
台
帳
に
価
格
を
登
録

し
た
旨
が
公
示
さ
れ
た
日
か
ら

納
税
通
知
書
を
受
け
と
っ
た
日

後
６０
日
ま
で
の
間

�
固
定
資
産
課
税
台
帳

の
閲
覧
制
度
お
よ
び

価
格
等
の
証
明
制
度

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

制
度（
こ
れ
ま
で
の
縦
覧
制
度
）

お
よ
び
価
格
等
の
証
明
制
度
が

法
定
化
さ
れ
、
縦
覧
期
間
中
に

限
ら
ず
い
つ
で
も
、
こ
れ
ま
で

の
納
税
義
務
者
本
人
の
閲
覧
お

よ
び
証
明
の
ほ
か
、
土
地
・
家

屋
の
借
地
・
借
家
人
等
の
人
も
、

関
係
す
る
固
定
資
産
の
課
税
台

帳
を
閲
覧
す
る
こ
と
や
、
証
明

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
閲
覧
期
間
】
４
月
１
日
か

ら
の
（
土
・
日
曜
、
祝
日
、
年

末
年
始
を
除
く
）
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
１５
分

【
閲
覧
場
所
】
資
産
税
課
、

北
部
税
務
課

※
な
お
、
証
明

は
税
務
管
理
課
（
市
役
所
本
庁

舎
２
階
）、
北
部
税
務
課
、
鳴
尾

・
瓦
木
・
甲
東
の
各
支
所
で
発

行
し
ま
す
（
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー
で
は
発
行
で
き
ま
せ
ん
）

【
閲
覧
対
象
者
】
別
表
参
照

【
持
参
す
る
も
の
】
前
記
「
土

地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧
」
の
場
合
に
必
要
な
も
の

の
ほ
か
、
借
地
・
借
家
人
等
の

人
は
、
賃
貸
借
契
約
書
等
権
利

関
係
を
証
明
で
き
る
も
の
が
必

要

※
代
理
人
の
場
合
は
必
ず

委
任
状
の
持
参
を

市
は
、
平
成
７
年
１
月
１
日

現
在
に
住
宅
用
地
の
認
定
を
受

け
て
い
た
土
地
で
、
阪
神
・
淡

路
大
震
災
に
よ
り
住
宅
が
滅
失

し
た
り
取
り
壊
さ
れ
た
と
き
、

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税

に
つ
い
て
は
、
住
宅
が
建
築

さ
れ
て
い
な
く
て
も
同
一
の

所
有
者
な
ど
が
引
き
続
き
所

有
し
て
い
る
場
合
、
平
成
１５

年
度
（
最
長
１７
年
度
ま
で
）

に
お
い
て
も
引
き
続
き
住
宅

用
地
で
あ
る
も
の
と
み
な
し

て
、「
住
宅
用
地
の
課
税
標
準

の
特
例
」が
適
用
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
貸
し
駐
車
場
な
ど

別
の
用
途
に
使
用
し
て
い
な

い
場
合
に
限
り
ま
す
。

問
合
せ
は
資
産
税
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
２
２

１
）、
北
部
税
務
課（
０
７
９

７
・
６
１
・
０
０
４
８
）へ
。

４
月
か
ら
、
市
立
中
央
病
院

の
人
間
ド
ッ
ク
が
変
わ
り
ま
す
。

主
な
変
更
点
は
以
下
の
と
お
り
。

ま
た
、
休
憩
室
の
改
装
工
事

に
と
も
な
い
、
１
泊
２
日
コ
ー

ス
は
４
月
１
日
か
ら
一
時
休
止

し
、
５
月
６
日
か
ら
再
開
し
ま

す
。
半
日
コ
ー
ス
は
こ
の
期
間

も
実
施
し
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
は
、
平
日
の

午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

の
間
に
同
院
健
康
管
理
セ
ン
タ

ー
（
０
７
９
８
・
６
４
・
１
５

１
５
）
へ
。

�
主
な
変
更
点
�

●
西
宮
市
国
民
健
康
保
険
か

ら
の
助
成
が
拡
充
さ
れ
ま
す（
料

金
に
つ
い
て
詳
細
は
右
表
参
照
）

●
「
脳
ド
ッ
ク
」
の
料
金
を

引
き
下
げ
、
利
用
し
や
す
く
な

り
ま
す

●
１
泊
２
日
コ
ー
ス
の
宿
泊

は
、
こ
れ
ま
で
同
院
内
の
施
設

を
利
用
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た

が
、
今
後
は
、
近
郊
の
ホ
テ
ル

利
用
に
な
り
ま
す

●
検
査
項
目
を
一
部
変
更
し
、

骨
密
度
測
定
検
査
な
ど
の
オ
プ

シ
ョ
ン
項
目
を
増
や
し
ま
す

西
宮
市
の
国
民
健
康
保
険
の

人
間
ド
ッ
ク
は
、
４
月
か
ら
市

立
中
央
病
院
の
助
成
の
対
象
を

半
日
一
般
ド
ッ
ク
だ
け
で
な
く

全
コ
ー
ス
に
拡
大
し
ま
す
。
健

康
開
発
セ
ン
タ
ー
（
０
７
９
８

・
２
６
・
９
４
９
７
）
は
従
来

ど
お
り
半
日
ド
ッ
ク
（
Ａ
・
Ｂ

・
Ｃ
コ
ー
ス
）
が
助
成
の
対
象

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ

の
利
用
手
続
き
に
つ
い
て
も
次

の
と
お
り
変
更
し
ま
す
。

問
合
せ
は
国
民
健
康
保
険
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２

０
）
へ
。

�
新
し
い
手
続
き
�

利
用
希
望
者
は
希
望
日
の
２

週
間
前
ま
で
に
各
施
設
に
予
約

を
し
、
同
課
ま
た
は
支
所
の
窓

口
で
助
成
の
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
資
格
を
確
認
の
う
え
、

受
診
券
を
交
付
し
ま
す
（
支
所

の
場
合
、
後
日
郵
送
も
）。
利
用

者
は
検
診
日
当
日
、
各
施
設
に

受
診
券
を
提
出
し
、
自
己
負
担

額
を
支
払
っ
て
く
だ
さ
い

�
助
成
対
象
者
�

４０
歳
以
上
の
西
宮
市
国
民
健

康
保
険
被
保
険
者
で
、
前
月
分

ま
で
の
国
民
健
康
保
険
料
を
完

納
し
て
い
る
人

※
な
お
、
助
成
を
受
け
ら
れ

る
の
は
１
年
に
１
回
で
す

こ
れ
ま
で
要
介
護（
支
援
）

認
定
者
の
た
め
に
住
宅
改
修

す
る
場
合
、
そ
の
費
用
は
、

被
保
険
者
が
い
っ
た
ん
全
額

を
支
払
い
、
後
か
ら
保
険
者

（
西
宮
市
）
に
申
請
し
て
費

用
の
９
割
分
の
返
還
を
受
け
る
、

償
還
払
い
方
式
で
し
た
。
し
か

し
、
被
保
険
者
に
一
時
的
に
高

額
な
費
用
負
担
が
生
じ
る
こ
と

に
な
る
た
め
、
平
成
１５
年
４
月

着
工
分
か
ら
、
住
宅
改
修
に
か

か
っ
た
費
用
の
１
割
を
被
保

険
者
が
施
工
業
者
に
支
払
い
、

残
り
の
９
割
は
業
者
が
保
険

者
か
ら
受
け
取
る
、
受
領
委

任
方
式
を
選
択
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

受
領
委
任
方
式
を
利
用
す

る
場
合
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ

ー
に
相
談
し
、
着
工
前
に
必

要
書
類
を
介
護
保
険
課
に
提

出
し
て
事
前
承
認
を
受
け
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
問
合
せ

は
同
課
（
０
７
９
８
・
３
５

・
３
０
４
８
）
へ
。

【
１
月
分
】
�
市
あ
て
�
★

「
青
い
鳥
」
福
祉
基
金
へ

ボ

ー
イ
ス
カ
ウ
ト
西
宮
第
２０
団
、

西
宮
歌
謡
会
、
野
澤
英
明
、
平

野
清
子
、
村
上
靖
子
、
心
身
道

強
虎
、
村
田
泰
造
、
宇
都
宮
春

江
、
匿
名
１
件
�
合
計
３４
万
円

�
社
会
福
祉
協
議
会
あ
て
�
★

善
意
銀
行
へ

阪
神
土
建
労
働

組
合
西
宮
支
部
青
年
部
、
匿
名

２
件
�
合
計
５７
万
３
６
９
円

★
物
品
の
寄
付
（
図
書
券
、
紙

お
し
め
、
車
い
す
、
ふ
き
取
り

布
、
福
も
ち
）

四
井
真
男
、

グ
ル
ー
プ
つ
く
し
ん
ぼ
、
西
宮

神
社
氏
子
青
年
会
若
戎
会
、
匿

名
１
件

【
２
月
分
】
�
市
あ
て
�
★

防
犯
事
業
へ

匿
名
１
件
�
１

０
０
万
円

★
奨
学
基
金
へ

匿
名
１
件
�
５
０
０
０
円

（
敬
称
略
）

◆
市
か
ら

ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
の

受
水
槽
管
理
に
つ
い
て

ビ
ル
や
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
に

設
置
し
て
い
る
、
容
量
が
１０
立

方
�
以
下
の
受
水
槽
の
管
理
に

つ
い
て
も
、
４
月
か
ら
設
置
者

が
責
任
を
も
っ
て
管
理
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
設
置
者
の
皆

さ
ん
は
、
安
全
で
衛
生
的
な
水

道
水
の
確
保
の
た
め
に
も
、
受

水
槽
の
ふ
た
や
受
水
槽
内
部
に

異
常
が
な
い
か
、
ま
た
雨
水
の

流
入
が
な
い
か
な
ど
、
日
常
の

管
理
を
十
分
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
安
全
な
水
が
提
供

さ
れ
る
よ
う
、
年
１
回
、
専
門

機
関
に
よ
る
水
質
の
検
査
を
必

ず
受
け
て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
水
道
局
給
水
装
置

課
（
０
７
９
８
・
３
２
・
２
２

３
１
）
へ
。

道
路
位
置
指
定
申

請
手
数
料
を
新
設

４
月
以
降
、
建
物
を
建
て
る

た
め
に
建
築
基
準
法
の
規
定
に

よ
る
道
路
を
築
造
す
る
場
合
の

道
路
位
置
指
定
申
請
に
つ
い
て
、

１
件
に
つ
き
５
万
円
の
手
数
料

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
問
合
せ

は
市
街
地
建
築
課
（
０
７
９
８

・
３
５
・
３
７
４
２
）
へ
。

◆
官
公
署
か
ら

私
の
好
き
な
兵
庫
の

風
景
１
０
０
選
募
集

県
公
館
１
０
０
周
年
記
念
と

し
て
、
後
世
に
残
す
べ
き
県
下

の
優
れ
た
風
景
を
募
集
し
、「
私

の
好
き
な
兵
庫
の
風
景
１
０
０

選
」
と
し
て
選
定
し
ま
す
。
応

募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
県
環
境

政
策
課
（
０
７
８
・
３
６
２
・

３
２
７
２
）
へ
問
合
せ
を
。

★
対
象
風
景

美
し
い
自
然

や
農
村
、
次
代
に
残
す
べ
き
動

植
物
、
伝
統
的
な
人
々
の
営
み

な
ど
県
内
の
様
々
な
風
景
（
建

物
等
都
市
景
観
は
除
く
）

★
応
募
方
法

風
景
の
所
在

地（
必
要
な
ら
そ
の
時
期
も
）、

そ
の
風
景
を
好
き
な
理
由
、
応

募
者
の
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先

（
電
話
か
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
）

を
書
き
、
郵
送
か
Ｅ
メ
ー
ル
で

３
月
３１
日
（
必
着
）
ま
で
に
同

課
（
〒
６
５
０
―
８
５
６
７
住

所
不
要

Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

kankyouseisakuka@
p

ref.hyogo.jp

）へ
。
当
該
風

景
の
写
真
が
あ
れ
ば
同
封
を

（
サ
ー
ビ
ス
版
程
度
。
原
則
、

返
却
不
可
）。
複
数
応
募
可

二酸化
硫 黄
（ppm）

０．００２
０．００３

０．００１
０．００３

０．００５
０．００６

二酸化
窒 素
（ppm）

０．０３０
０．０２６

０．０２０
０．０１８

０．０３３
０．０２７

浮遊粒子
状 物 質
（�／�）

０．０１９
０．０２４

０．０１６
０．０１８

０．０２２
０．０２８

測定地

市役所

山 口
小学校

国 道
４３号

別 表
閲覧できる人

固定資産税の納税義務
者

土地について賃借権そ
の他の使用または収益
を目的とする権利（対
価が支払われているも
のに限る）を有する人
�例�借地人

家屋について賃借権そ
の他の使用または収益
を目的とする権利（対
価が支払われているも
のに限る）を有する人
�例�借家人

固定資産の処分をする
権利を有する一定の人
�例�破産管財人等

対象固定資産

当該納税義務に係る固
定資産

当該権利の目的である
土地

当該権利の目的である
家屋およびその敷地で
ある土地

当該権利の目的である
固定資産

市立中央病院 人間ドック利用料
（料金と自己負担額の差額は国民健康保険が助成）

西宮市国民健康保険
加入者の自己負担額

１万２０００円

１万２６００円

１万８００円

２万４０００円

５万２３５０円

４万３９５０円

７万２３００円

料金
（税込み）

４万２０００円

４万４１００円

３万７８００円

８万４０００円

１１万２３５０円

１０万３９５０円

１３万２３００円

区分

半日・一般

半日・脳

半日・肺

１泊２日

１泊２日
（脳付き）

１泊２日
（肺付き）

１泊２日
（脳・肺付き）

（上段・今年度 下段・過去５年平均）

平
成
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度
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ら

市内大気汚染状況概報（１月）
汚染物質の月平均濃度
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市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立立中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央央病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病病院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院院のののののののののののののののののののののののののののののののの
人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間間ドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッックククククククククククククククククククククククククククククククク

４月から国保助成額等が変わります

被災住宅用地の

課税標準の特例

震災による特例を継続します

平成１５年（２００３年）３月１０日（３）


